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１１.. 性教育（性の健康教育）への取り組みに性教育（性の健康教育）への取り組みに

産婦人科医会対外広報産婦人科医会対外広報 記者懇談会記者懇談会
平成平成2020年年66月月1111日（火）日（火） 日本記者クラブ日本記者クラブ

ついてついて

２２.. 性犯罪被害者への対応、公費負担事業性犯罪被害者への対応、公費負担事業
への協力・支援についてへの協力・支援について

産産 保保日本産婦人科医会日本産婦人科医会 女性保健部会女性保健部会
安達安達 知子知子 （（母子愛育会母子愛育会 愛育病院）愛育病院）

前村前村 俊満俊満 （（東邦大学東邦大学 産婦人科）産婦人科）

性教育（性の健康教育）への性教育（性の健康教育）への性教育（性の健康教育）への性教育（性の健康教育）への

取り組みについて取り組みについて
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はじめにはじめに

学校保健法（昭和学校保健法（昭和3333年年44月）施行以後、学校医として主に任用月）施行以後、学校医として主に任用

されているのは、内科（小児科）・耳鼻科・眼科である．されているのは、内科（小児科）・耳鼻科・眼科である．

しかし 整形外科・精神科・皮膚科・泌尿器科 そして 我々しかし 整形外科・精神科・皮膚科・泌尿器科 そして 我々しかし、整形外科・精神科・皮膚科・泌尿器科、そして、我々しかし、整形外科・精神科・皮膚科・泌尿器科、そして、我々

産婦人科などの専門医が、家庭や学校の協力のもとに、児童産婦人科などの専門医が、家庭や学校の協力のもとに、児童

生徒のより健全な発育・成長を専門的にサポートすることが不生徒のより健全な発育・成長を専門的にサポートすることが不

可欠である．可欠である．

社会から授けられた専門性を、次代を担う児童・生徒の育成社会から授けられた専門性を、次代を担う児童・生徒の育成

に還元していくためには、行政、教育、日本医師会と連携して、に還元していくためには、行政、教育、日本医師会と連携して、

学校医や学校専門医として産婦人科医が活動する必要がある．学校医や学校専門医として産婦人科医が活動する必要がある．

ここでは、産婦人科医会（以下、医会）が今まで行ってきたここでは、産婦人科医会（以下、医会）が今まで行ってきた

性教育（性の健康教育）を中心とした取り組みと今後の課題を性教育（性の健康教育）を中心とした取り組みと今後の課題を

述べる．述べる．

若年女性をめぐる性の実態若年女性をめぐる性の実態

・・ 高校高校33年生女子の累積初交経験率年生女子の累積初交経験率
→→20052005年高校年高校33年生女子の約年生女子の約45%45%は性交経験があるは性交経験がある（資料）（資料）

・・ 中学生は性交の意味を知っているか？中学生は性交の意味を知っているか？
→→中学中学11年生でも男女とも約年生でも男女とも約60%60%が知っているが知っている（資料）（資料）

・・ 高校生が自ら性交を持つことについて高校生が自ら性交を持つことについて（資料）（資料）・・ 高校生が自ら性交を持つことについて高校生が自ら性交を持つことについて（資料）（資料）

→→男女ともに男女ともに40%40%以上が、愛情と関係なく性交を持つことを肯定以上が、愛情と関係なく性交を持つことを肯定
・・ 性感染症、とくにクラミジア感染症は若年女性に多い性感染症、とくにクラミジア感染症は若年女性に多い（資料）（資料）

・・ 男性男性HIVHIV感染が増加する中、感染が増加する中、1010歳代の異性間感染は女子に多い歳代の異性間感染は女子に多い（資料）（資料）

・・ 人工妊娠中絶数は減少する中、人工妊娠中絶数は減少する中、1010歳台の中絶数と全体に対する割合は歳台の中絶数と全体に対する割合は
増加、増加、20012001年をピークに女子人口年をピークに女子人口10001000人当たりの人当たりの1010歳代の中絶数はやや歳代の中絶数はやや
減少しているものの、依然として高率減少しているものの、依然として高率（資料）（資料）

・・ この数年、この数年、1515歳未満（中学生以下）の出生が毎年歳未満（中学生以下）の出生が毎年4040数名ある数名ある（資料）（資料）

生命の大切さ、生命をはぐくむ女性の心と身体の大切さ、生命の大切さ、生命をはぐくむ女性の心と身体の大切さ、
自分を大切にし（自尊心を育てる）、他人にも思いやりを持つ自分を大切にし（自尊心を育てる）、他人にも思いやりを持つ
ことを学習する性の健康教育はきわめて大切．ことを学習する性の健康教育はきわめて大切．
思春期の健康は、生涯の健康、次世代の健康につながる思春期の健康は、生涯の健康、次世代の健康につながる
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高３女子の初交経験者累積率
年次推移（2005は各学年の初交経験者率）

％

参考資料参考資料

東京都幼小中高心性教育研究会「性意識・性行動調査」2005より

性的接触（性交）という言葉の
意味を知っている割合

％

参考資料参考資料

中学生男女

東京都幼小中高心性教育研究会「性意識・性行動調査」2005より
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自分自身が性交することについて
どう考えたか

高校生男女

参考資料参考資料

東京都幼小中高心性教育研究会「性意識・性行動調査」2005より

20歳未満の中絶率
全国（衛生行政報告例 平成18年度）

総数 8.7 千葉 6.5 三重 9.1 徳島 7.3

北海道 11.6 東京 8.0 滋賀 7.1 香川 10.4

参考資料参考資料

青森 10.7 神奈川 7.3 京都 8.4 愛媛 11.2

岩手 9.1 新潟 7.9 大阪 9.6 高知 11.9

宮城 10.2 富山 7.2 兵庫 6.7 福岡 13.4

秋田 9.2 石川 7.9 奈良 3.6 佐賀 14.2

山形 6.6 福井 6.0 和歌山 9.6 長崎 9.4

福島 10.5 山梨 4.2 鳥取 12.9 熊本 11.8

茨城 6 0 長野 10 1 島根 5 9 大分 9 9

女子人口千対
厚生労働省「衛生行政報告例」より

茨城 6.0 長野 10.1 島根 5.9 大分 9.9

栃木 8.9 岐阜 6.7 岡山 10.0 宮崎 8.7

群馬 8.5 静岡 9.8 広島 10.4 鹿児島 8.9

埼玉 8.0 愛知 8.1 山口 9.4 沖縄 6.7

資料として東京都のものを多く使用したが、資料として東京都のものを多く使用したが、
東京で、特に中絶率が高いわけではない東京で、特に中絶率が高いわけではない



2008/8/18

5

HIVHIV感染者数・性器クラジミア感染症罹患率・人工妊娠中絶率と感染者数・性器クラジミア感染症罹患率・人工妊娠中絶率と
コンドーム出荷数の年次推移コンドーム出荷数の年次推移

参考資料参考資料

出典： 若い人たちのためのSTDハンドブック： （HIVについては厚労省エイズ発生動向年報： 2005年、STDについては熊本悦明： 2005年、人工妊
娠中絶率は平成16年度保健・衛生行政業務報告、コンドーム出荷数は薬事工業生産動態統計による）

クラミジアおよび淋菌陽性女性の年齢分布クラミジアおよび淋菌陽性女性の年齢分布

参考資料参考資料

クラミジア・淋菌感染は若年女子に多い
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HIVHIV感染者および感染者およびAIDSAIDS患者感染経路別内訳患者感染経路別内訳

参考資料参考資料

HIVHIV感染者感染者
20072007年度報告例年度報告例

AIDSAIDS患者患者
20072007年度報告例年度報告例

20082008年年33月月3030日現在の累計日現在の累計
●●HIVHIV感染者：感染者： 9,6439,643件（男件（男 7,7357,735件、女件、女 1,9081,908件）件）
●● AIDSAIDS患者：患者： 4,5444,544件（男件（男 3,9823,982件、女件、女 652652件）件）
血友病血液製剤輸血例を除く血友病血液製剤輸血例を除く

((厚労省厚労省 エイズ発生動向年報よりエイズ発生動向年報より))

n=1,082 n=418

日本国籍異性間日本国籍異性間HIVHIV感染者の年齢別・性別内訳（累計）感染者の年齢別・性別内訳（累計）

参考資料参考資料

出典：出典： 若い人たちのための若い人たちのためのSTDSTDハンドブック（ハンドブック（20062006年エイズ発生動向年報）年エイズ発生動向年報）

HIVHIV感染は男性の方が多いが、異性間感染者では年齢が若いほど、女性の感染者が多い感染は男性の方が多いが、異性間感染者では年齢が若いほど、女性の感染者が多い



2008/8/18

7

1970年

母の年齢別出生数と人工妊娠中絶実数の年代別比較母の年齢別出生数と人工妊娠中絶実数の年代別比較
－－1010歳代の比率の変化－歳代の比率の変化－

出生数出生数 人工妊娠中絶数人工妊娠中絶数

193193万人中万人中
20,18620,186人（人（1.0%1.0%））

7373万人中万人中
14,34114,341人（人（1.9%1.9%））

1990年

2000年

20,18620,186人（人（1.0%1.0%））

122122万人中万人中
17,49617,496人（人（1.4%1.4%））

119119万人中万人中
19,77219,772人（人（1.6%1.6%））

106106万人中万人中

3434万人中万人中
44,47744,477人（人（13.0%13.0%））

2828万人中万人中

4545万人中万人中
32,43132,431人（人（7.0%7.0%））

14,34114,341人（人（1.9%1.9%））

0 200,000 400,000 600,000 800,000

～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40歳～

0500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,000

2005年

出典：出典： 母子保健の主なる統計（平成母子保健の主なる統計（平成1919年度刊行年度刊行 20072007））

106106万人中万人中
16,57316,573人（人（1.5%1.5%））

2828万人中万人中
60,23860,238人（人（20.8%20.8%））

若年者の出生数

生数

参考資料参考資料

出生数

2003 2004 2005 2006

全出生数 1,123,610 1,110,721 1,062,530 1,092,674

15～19歳
女子の出生数

18,546
(1.67%)

16,531 
(1.56%)

15,933 
(1.46%)

15歳未満
女子の出生数

45
(0 0041%)

42
(0 0040%)

41
(0 0038%)女子の出生数 (0.0041%) (0.0040%) (0.0038%)

「人口動態統計」より

(%)(%)は全出生数に対する割合は全出生数に対する割合
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日本産婦人科医会性教育指導セミナー日本産婦人科医会性教育指導セミナー

・・ 昭和昭和5353年年1010月：第１回セミナー開催．月：第１回セミナー開催．
・・ 以後、本年７月石川県の第以後、本年７月石川県の第3131回セミナーまで、毎年各地で時事の話題回セミナーまで、毎年各地で時事の話題

からテーマを取り入れて 日本の全国各地で開催からテーマを取り入れて 日本の全国各地で開催 （資料参照）（資料参照）からテ マを取り入れて、日本の全国各地で開催．からテ マを取り入れて、日本の全国各地で開催．（資料参照）（資料参照）
・・ 産婦人科医ばかりでなく、コメディカル、学校の養護教諭、教育委員会、産婦人科医ばかりでなく、コメディカル、学校の養護教諭、教育委員会、

PTAPTAなど、広く参加するセミナーとなるなど、広く参加するセミナーとなる

本年本年77月第月第3131回性教育指導セミナー回性教育指導セミナー
石川県金沢市石川県金沢市 ７月７月1313日日((日日))

メインテーマ：生と性の教育～学校、地域、保健・メインテーマ：生と性の教育～学校、地域、保健・
医療の連携・協働を医療の連携・協働を

シンポジウム「性教育･地域ネットワークの構築シンポジウム「性教育･地域ネットワークの構築
～学校・地域社会とともに性感染症、性教育を～学校・地域社会とともに性感染症、性教育を

考える」考える」 （資料）（資料）

日本産婦人科医会性教育指導セミナー日本産婦人科医会性教育指導セミナー
一覧の資料一覧の資料

http://www.jaog.or.jp/JAPANESE/jigyo/JYOSEI/sei_semi/sei_history.htmhttp://www.jaog.or.jp/JAPANESE/jigyo/JYOSEI/sei_semi/sei_history.htm
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・・ 昭和昭和5353年年1010月：月： 「性教育指導セミナー」開催．学校医の問題も「性教育指導セミナー」開催．学校医の問題も

取り上げて毎年開催．取り上げて毎年開催．

医会の取り組みの流れ医会の取り組みの流れ

・・ 昭和昭和6060年年33月：月： 臨時教育審議会（会長臨時教育審議会（会長 岡本道雄）に教育改革岡本道雄）に教育改革

に関する提案書の中で「学校医として産婦人科医に関する提案書の中で「学校医として産婦人科医

を活用するを活用する こと」を提案．こと」を提案．

・・ 昭和昭和6060年年99月：月： 「学校協力医制度」実施．「学校協力医制度」実施．

学校保健の中に産婦人科医が参画する全国初の画期的制度学校保健の中に産婦人科医が参画する全国初の画期的制度

を医会福岡県支部が実現を医会福岡県支部が実現を医会福岡県支部が実現．を医会福岡県支部が実現．

・・ 平成平成22年年55月：月： 文部大臣に“産婦人科医師が文部大臣に“産婦人科医師が 「学校保健法に「学校保健法に

よる学校医」として参加することの要望書”を提出．さらによる学校医」として参加することの要望書”を提出．さらに

・・ 平成平成33年と平成年と平成99年にも当時の文部大臣に要望書を提出．年にも当時の文部大臣に要望書を提出．

平成平成99年年 学校での性教育への関与の実態調査より学校での性教育への関与の実態調査より
・・ 平成平成99年、公立学校の学校医に産婦人科医が「いる」支部は年、公立学校の学校医に産婦人科医が「いる」支部は86.5%86.5%
・・ 仕事の内容は殆ど内科医としての仕事仕事の内容は殆ど内科医としての仕事--性教育への関与は少ない性教育への関与は少ない

((産婦人科関係産婦人科関係0%: 43.8%, 10%0%: 43.8%, 10%未満未満: 23.4%, 10%: 23.4%, 10%台台: 13.3%,  : 13.3%,  内科内科100%: 41.4%)100%: 41.4%)

平成平成1515年年 学校での性教育への関与の実態調査より学校での性教育への関与の実態調査より平成平成1515年年 学校での性教育への関与の実態調査より学校での性教育への関与の実態調査より
・・ 学校の性教育への関与は学校の性教育への関与は76.6%76.6%の支部で有り、但し、高校への講演が多いの支部で有り、但し、高校への講演が多い

資料は殆ど自前で作成資料は殆ど自前で作成

医会の対応医会の対応：：平成平成1414--1515年、対象を広く小、中、高校生、父母とし、多様な年、対象を広く小、中、高校生、父母とし、多様な
テーマに対応する性教育指導用教材（スライド）を作成して会員に配付テーマに対応する性教育指導用教材（スライド）を作成して会員に配付.. 又又
その使い方、対象別の指導方法のスキルアップを目的としたセミナーを行うその使い方、対象別の指導方法のスキルアップを目的としたセミナーを行う

文科省「学校・地域保健連携推進事業」を開始文科省「学校・地域保健連携推進事業」を開始
((平成平成1616--1818年年, 19, 19年も延長）年も延長） この事業に参画するよう周知し、事業を支援この事業に参画するよう周知し、事業を支援

日本医師会新規事業日本医師会新規事業 「子どもの健康を守る地域専門家総合連携事業」「子どもの健康を守る地域専門家総合連携事業」
（平成（平成2020年）年） この事業に参画するよう周知して、事業を支援この事業に参画するよう周知して、事業を支援
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平成平成1616年度（年度（22億億1,136,11,136,1万円）、万円）、1717年度（年度（11億億6,868.36,868.3万円）、万円）、1818年度年度

（（ 億億 万円）の予算の下 各都道府県教育委員会から文部万円）の予算の下 各都道府県教育委員会から文部

文部科学省の「学校・地域保健連携推進事業」文部科学省の「学校・地域保健連携推進事業」

（（11億億5,178.85,178.8万円）の予算の下、各都道府県教育委員会から文部万円）の予算の下、各都道府県教育委員会から文部

科学省への手上げ方式で申請する形で、都道府県医師会を通じ、科学省への手上げ方式で申請する形で、都道府県医師会を通じ、

学校へ専門医（診療科として、精神科、整形外科、皮膚科、泌尿器学校へ専門医（診療科として、精神科、整形外科、皮膚科、泌尿器

科、産婦人科）を学校協力医として派遣し、児童生徒の様々な健科、産婦人科）を学校協力医として派遣し、児童生徒の様々な健

康問題に対応できるようにするモデル事業である．康問題に対応できるようにするモデル事業である．

そのため 場合により産婦人科医に声がかからない可能性もそのため 場合により産婦人科医に声がかからない可能性も 想想そのため、場合により産婦人科医に声がかからない可能性もそのため、場合により産婦人科医に声がかからない可能性も 想想

定して、各支部に積極的にこの機会を活用して、参画の意思表示定して、各支部に積極的にこの機会を活用して、参画の意思表示

をしてほしい旨、をしてほしい旨、FAXFAX通知で依頼した．なお、通知で依頼した．なお、1919年度も同事業は延年度も同事業は延

長したため、会員へ長したため、会員へFAXFAX通知で活用を依頼した．通知で活用を依頼した．

「学校・地域保健連携推進事業」参画に関する調査結果「学校・地域保健連携推進事業」参画に関する調査結果

・・ 回収率：平成回収率：平成1616年度年度100%100%、、1717年度年度100%100%、、1818年度年度87.2%87.2%

・・ 1616年度から継続して参画年度から継続して参画53.7%53.7%（（1919支部）、支部）、 1717年度から継続して参画年度から継続して参画

22.0%22.0%、、 1818年度から参画できた年度から参画できた7.3%7.3%、以前から同様の事業に参画（本、以前から同様の事業に参画（本

事業の参画なし）事業の参画なし）2.4%2.4%、参画できなかった、参画できなかった12.2%12.2%、無記入、無記入4.9%4.9%

・・ この事業に参画する上での問題点：この事業に参画する上での問題点： 県により対応に温度差がある県により対応に温度差がある

# 16# 16年度は県教育委員会、県医師会でこの事業を知らない年度は県教育委員会、県医師会でこの事業を知らない

# # 県教育委員会、学校現場で性教育の必要性を認識していない県教育委員会、学校現場で性教育の必要性を認識していない

# # 性教育は助産師、養護教諭で十分と考えている性教育は助産師、養護教諭で十分と考えている

# # 産婦人科側の問題として、要望があっても、時間的、距離的、経済産婦人科側の問題として、要望があっても、時間的、距離的、経済

的、人員的に産婦人科医の負担が大きいなどの意見もある的、人員的に産婦人科医の負担が大きいなどの意見もある..

# # アプローチの甲斐あってアプローチの甲斐あって1818年度より参画できた支部もある．年度より参画できた支部もある．

青森県は、青森県は、教育委員会が責任を持って予算化した“教育委員会が責任を持って予算化した“積極的に学校医に産婦積極的に学校医に産婦
人科医を組み入れた施策”がある人科医を組み入れた施策”がある.. （全県下に、産婦人科校医配置事業、（全県下に、産婦人科校医配置事業、
併せて教職員に対する指導セミナーを行っている）併せて教職員に対する指導セミナーを行っている）
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時代と共に時代と共に

--学校保健の変遷と学校医の役割学校保健の変遷と学校医の役割--

昭和昭和3333年学校保健法制定年学校保健法制定

••肥満と生活習慣病の発症、肥満と生活習慣病の発症、やせ願望やせ願望

「健康診断」「健康診断」 「健康相談」「健康相談」

健康課題が山積み健康課題が山積み
肥満と生活習慣病の発症、肥満と生活習慣病の発症、やせ願望やせ願望
••睡眠不足や運動不足睡眠不足や運動不足
••いじめ・不登校などへのメンタルヘルスいじめ・不登校などへのメンタルヘルス
••アトピー性皮膚炎・食物アレルギーなどアトピー性皮膚炎・食物アレルギーなど
••心疾患や腎疾患、糖尿病など慢性疾患心疾患や腎疾患、糖尿病など慢性疾患
••運動によるスポーツ障害運動によるスポーツ障害
••薬物乱用薬物乱用
••望まない妊娠・出産、避妊、望まない妊娠・出産、避妊、STDSTDなどなど

行政も教育界も行政も教育界も

健康教育の必要性を実健康教育の必要性を実
感．従来の三科だけでは感．従来の三科だけでは

対応不能．対応不能．

・学校医には、保健教育への参加、地域の医療機関や専門家と・学校医には、保健教育への参加、地域の医療機関や専門家と
の橋渡しの役割、学校保健委員会の活性化など、学校・の橋渡しの役割、学校保健委員会の活性化など、学校・ 家庭・家庭・
地域社会との連携での貢献が求められている地域社会との連携での貢献が求められている
・性の健康教育・性の健康教育::将来の女性の健康で最も大切な学童期、思春将来の女性の健康で最も大切な学童期、思春
期の心と身体の健康に対して、産婦人科医の役割は重要期の心と身体の健康に対して、産婦人科医の役割は重要

性の健康教育の今後の課題性の健康教育の今後の課題

各都道府県単位で、行政、教育界、医師会、医会で密な各都道府県単位で、行政、教育界、医師会、医会で密な
連携を取っていくことが必須である．連携を取っていくことが必須である．連携を取っていく とが必須である連携を取っていく とが必須である

産婦人科医がモチベーション高く学校での性の健康教育産婦人科医がモチベーション高く学校での性の健康教育
に関与するためには、に関与するためには、現場の要望が高いことが必要で、現場の要望が高いことが必要で、
経済的支援も重要である経済的支援も重要である．学校協力医ではなく、学校医．学校協力医ではなく、学校医
への組み入れも必要である．への組み入れも必要である．

平成平成2020年日本医師会新規事業「子どもの健康を守る地域年日本医師会新規事業「子どもの健康を守る地域
専門家総合連携事業」の発展、この事業への参画・協力専門家総合連携事業」の発展、この事業への参画・協力
が、高い評価を得られるようにすることも重要である．が、高い評価を得られるようにすることも重要である．
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性犯罪被害者への対応、性犯罪被害者への対応、

公費負担事業への協力・支援について公費負担事業への協力・支援について

内閣府内閣府HPHP--犯罪被害者等基本計画案犯罪被害者等基本計画案 （平成（平成1717年年88月月99日）日）

「警察庁において、性犯罪被害者の「警察庁において、性犯罪被害者の緊急避妊緊急避妊等に要する経費につい等に要する経費につい
て、その経済的負担を軽減する必要があることを前提に、支給方法の検て、その経済的負担を軽減する必要があることを前提に、支給方法の検
討を含め、必要な調査を行い、討を含め、必要な調査を行い、11年以内を目途に結論を出し、その結果年以内を目途に結論を出し、その結果

警察庁の事業警察庁の事業 （平成（平成1818年度より）年度より）

に従った施策を実施する」に従った施策を実施する」

「強姦事件の被害者に、「強姦事件の被害者に、緊急避妊緊急避妊や中絶手術の費用などを全額支給や中絶手術の費用などを全額支給
（性感染症検査、緊急避妊、中絶費用など．母体保護法に基づく「暴行（性感染症検査、緊急避妊、中絶費用など．母体保護法に基づく「暴行
脅迫による中絶」が平成脅迫による中絶」が平成1515年度で年度で534534件であることなどからの試算では、件であることなどからの試算では、
国と都道府県の負担は年間で約国と都道府県の負担は年間で約22億億20002000万円が必要と見ている）万円が必要と見ている） するする
方針を固めた方針を固めた方針を固めた．方針を固めた．

産婦人科医会の対応産婦人科医会の対応 （平成（平成1919年度より）年度より）

①「強姦事件の被害者への対応・診療マニュアル」の作成と配付①「強姦事件の被害者への対応・診療マニュアル」の作成と配付
②警察への協力体制の整備②警察への協力体制の整備
③速やかな被害者の診療と検査・及びその費用の警察当局への請求指導③速やかな被害者の診療と検査・及びその費用の警察当局への請求指導
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【【目的目的】】 犯罪被害者等の権利利益の保護を図る犯罪被害者等の権利利益の保護を図る
【【基本理念基本理念】】 犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、

その尊厳にふさわしい処遇を保障さその尊厳にふさわしい処遇を保障される権利れる権利をを

犯罪被害者等基本法犯罪被害者等基本法 （議員立法）（議員立法）

参考資料参考資料

その尊厳にふさわしい処遇を保障さその尊厳にふさわしい処遇を保障される権利れる権利をを
有する有する

国・地方公共団体が講ずべき基本的施策国・地方公共団体が講ずべき基本的施策のの11つとしてつとして 『『給付金の支給に給付金の支給に
係る制度の充実等係る制度の充実等』』 が掲げられており、これを犯罪被害者等の視点にが掲げられており、これを犯罪被害者等の視点に
立って実現することによって、その権利や利益の保護を図ることとしている立って実現することによって、その権利や利益の保護を図ることとしている

（給付金の支給に係る制度の充実等）（給付金の支給に係る制度の充実等）
第第1313条条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が受けた被害による経済国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が受けた被害による経済
的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対する給付金の支給に係る制的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対する給付金の支給に係る制
度の充実等必要な施策を講ずるものとする度の充実等必要な施策を講ずるものとする

警察では、被害者の精神的負担の軽減、性犯罪の被害の警察では、被害者の精神的負担の軽減、性犯罪の被害の
潜在化の防止を図るための各種施策を推進している潜在化の防止を図るための各種施策を推進している

警察による被害者支援の具体的取組み警察による被害者支援の具体的取組み
警察庁犯罪被害者対策室（警察庁犯罪被害者対策室（HPHPより抜粋）より抜粋）

参考資料参考資料

性犯罪被害相談窓口の設置性犯罪被害相談窓口の設置

交番における女性の安全対策の実施交番における女性の安全対策の実施

鉄道警察隊における女性被害相談所の設置鉄道警察隊における女性被害相談所の設置

女性の警察官による捜査女性の警察官による捜査

性犯罪捜査指導官等の設置性犯罪捜査指導官等の設置

証拠採取における配慮証拠採取における配慮

““性犯罪の被害を受けた場合、その証拠となるものが被害者の方の身体や衣性犯罪の被害を受けた場合、その証拠となるものが被害者の方の身体や衣

類に残されていることが多く、その痕跡が失われないよう、被害直後に証拠の類に残されていることが多く、その痕跡が失われないよう、被害直後に証拠の

採取や衣類の提出が必要となることがあります．採取や衣類の提出が必要となることがあります．事件発生時における迅速か事件発生時における迅速か

つ適切な診断・治療及び証拠採取や女性医師による診断等を行うため、つ適切な診断・治療及び証拠採取や女性医師による診断等を行うため、産婦産婦

人科医師会等とのネットワークを構築し、連携強化に努めています”人科医師会等とのネットワークを構築し、連携強化に努めています”
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【【重要犯罪重要犯罪】】
殺人、強盗、放火、強姦、略取誘拐・人身売買及び強制わいせつをいう殺人、強盗、放火、強姦、略取誘拐・人身売買及び強制わいせつをいう
→→強姦、強制わいせつは、刑法上、重要犯罪の位置づけにある強姦、強制わいせつは、刑法上、重要犯罪の位置づけにある

強姦罪強姦罪((刑刑177177条条))

性犯罪性犯罪
参考資料参考資料

強姦罪強姦罪((刑刑177177条条))
暴行または脅迫を用いて暴行または脅迫を用いて1313歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、
22年以上の有期懲役に処する。年以上の有期懲役に処する。1313歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする

強制わいせつ強制わいせつ((刑刑176176条条) ) 
1313歳以上の男女に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、歳以上の男女に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、
66ヵ月以上ヵ月以上77年以下の懲役に処する。年以下の懲役に処する。1313歳未満の男女に対し、わいせつな行為歳未満の男女に対し、わいせつな行為
をした者は暴行または脅迫していなくても同様の罪とするをした者は暴行または脅迫していなくても同様の罪とする

公然わいせつ公然わいせつ((刑刑174174条条))
公然とわいせつな行為をした者は、公然とわいせつな行為をした者は、66ヶ月以下の懲役若しくはヶ月以下の懲役若しくは3030万円以下の万円以下の
罰金又は拘留若しくは科料に処する。罰金又は拘留若しくは科料に処する。

《《参考参考》》
具体的にわいせつとみなされる人体の部分は、陰部、陰毛、肛門及び女性の乳首である。具体的にわいせつとみなされる人体の部分は、陰部、陰毛、肛門及び女性の乳首である。
被害者の男女を問わず、肛門に性器を挿入する犯罪は、強制わいせつ罪が適用される。被害者の男女を問わず、肛門に性器を挿入する犯罪は、強制わいせつ罪が適用される。
強姦罪は男性には適用されない（男性に対する強姦は強姦罪の構成要件を満たさず、強制わいせつ罪を成立させるにとどまる）強姦罪は男性には適用されない（男性に対する強姦は強姦罪の構成要件を満たさず、強制わいせつ罪を成立させるにとどまる）
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強姦の認知件数は，平成８年までおおむね横ばいで推移していたところ，強姦の認知件数は，平成８年までおおむね横ばいで推移していたところ，99年以降増加年以降増加に転じ，に転じ，1515年には年には
最近最近2020年間で最多（年間で最多（2,4722,472件）となったが，件）となったが，1616年以降年以降33年連続して減少年連続して減少した。した。

認知件数認知件数 1,6571,657 1,8731,873 1,8571,857 2,2602,260 2,2282,228 2,3572,357 2,4722,472 2,1762,176 2,0762,076 1,9481,948

検挙件数検挙件数 1,4721,472 1,6521,652 1,3691,369 1,5401,540 1,4041,404 1,4681,468 1,5691,569 1,4031,403 1,4431,443 1,4601,460

検挙率検挙率(%)(%) 88.888.8 88.288.2 73.773.7 68.168.1 63.063.0 62.362.3 36.536.5 64.564.5 69.569.5 74.974.9
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強制わいせつの認知・検挙状況強制わいせつの認知・検挙状況
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認知件数認知件数 4,3984,398 4,2514,251 5,3465,346 7,4127,412 9,3269,326 9,4769,476 10,02910,029 9,1849,184 8,7518,751 8,3268,326

検挙件数検挙件数 3,7863,786 3,4983,498 3,3883,388 3,6023,602 3,8873,887 3,3673,367 3,8933,893 3,6563,656 3,7973,797 3,7793,779

検挙率検挙率(%)(%) 86.186.1 82.382.3 63.463.4 48.648.6 41.741.7 35.535.5 38.838.8 39.839.8 43.443.4 45.445.4

強制わいせつの認知件数は，強制わいせつの認知件数は，平成平成1111年以降急増年以降急増し，し，1515年に戦後最多（１万年に戦後最多（１万2929件）となった後，件）となった後，
1616年から年から33年連続して減少年連続して減少した（した（1818年は前年比年は前年比425425件（件（4.94.9％）減）が，なお％）減）が，なお高水準高水準にある。にある。

母体保護法上の暴行脅迫母体保護法上の暴行脅迫（（1414条条11項の二）項の二）

による人工妊娠中絶件数による人工妊娠中絶件数

参考資料参考資料

1515年度年度 1616年度年度 1717年度年度 1818年度年度

中絶数中絶数 割合割合 中絶数中絶数 割合割合 中絶数中絶数 割合割合 中絶数中絶数 割合割合中絶数中絶数 割合割合 中絶数中絶数 割合割合 中絶数中絶数 割合割合 中絶数中絶数 割合割合

総総 数数 534534 100%100% 885885 100%100% 213213 100%100% 644644 100%100%

1515歳未満歳未満 33 0.6%0.6% 88 0.9%0.9% 22 0.9%0.9% 33 0.5%0.5%

1515～～1919歳歳 159159 29.8%29.8% 123123 13.9%13.9% 3131 14.6%14.6% 8181 12.6%12.6%

2020～～2424歳歳 113113 21.2%21.2% 208208 23.5%23.5% 4242 19.7%19.7% 126126 19.6%19.6%

2525～～2929歳歳 8686 16.1%16.1% 199199 22.5%22.5% 3737 17.4%17.4% 122122 18.9%18.9%

衛生行政報告例衛生行政報告例

3030～～3434歳歳 7474 13.9%13.9% 173173 19.5%19.5% 4343 20.2%20.2% 9999 15.4%15.4%

3535～～3939歳歳 7070 13.1%13.1% 120120 13.6%13.6% 3030 14.1%14.1% 122122 18.9%18.9%

4040～～4444歳歳 2424 4.5%4.5% 5252 5.9%5.9% 2222 10.3%10.3% 8181 12.6%12.6%

4545～～4949歳歳 55 0.9%0.9% 22 0.2%0.2% 66 2.8%2.8% 1010 1.6%1.6%
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20012001年年44月月1313日日
重傷病給付金の重傷病給付金の創設創設（（77月月11日施行）日施行）

重傷病給付制度の経緯重傷病給付制度の経緯

参考資料参考資料

重傷病給付金の重傷病給付金の創設創設（（77月月11日施行）日施行）

20052005年年99月月11日日
20062006年度から、強姦事件の被害者に、年度から、強姦事件の被害者に、緊急避妊や中絶緊急避妊や中絶
手術の費用などを全額支給する方針手術の費用などを全額支給する方針を固める。「性犯罪を固める。「性犯罪
被害の治療費支援、避妊・中絶は全額被害の治療費支援、避妊・中絶は全額……警察庁」読売新聞警察庁」読売新聞
（概算：性病検査（概算：性病検査22万円 緊急避妊万円 緊急避妊50005000円 中絶費用円 中絶費用1313万円）万円）（概算：性病検査（概算：性病検査22万円、緊急避妊万円、緊急避妊50005000円、中絶費用円、中絶費用1313万円）万円）

20062006年年44月月11日日
犯罪被害給付制度犯罪被害給付制度改正改正
→→ 重傷病給付金の支給要件緩和・支給対象期間の延長重傷病給付金の支給要件緩和・支給対象期間の延長

新新
(2006(2006年度～年度～))

旧旧
(2001(2001～～20052005年度年度))

犯罪被害給付制度改正犯罪被害給付制度改正
（（20062006年年44月～）月～）

参考資料参考資料

(( 年度年度 )) (( 年度年度))

支給要件支給要件
（負傷・疾病の内容）（負傷・疾病の内容）

加療１ヵ月以上加療１ヵ月以上 ∧∧ 入院３日以上入院３日以上
（当該疾病が（当該疾病が精神疾患精神疾患である場合、加である場合、加
療１か月以上、かつ、療１か月以上、かつ、その症状の程度その症状の程度
が３日以上労務に服することができなが３日以上労務に服することができな
い程度であったことい程度であったこと）を要する負傷又は）を要する負傷又は
疾病を負った被害者疾病を負った被害者

加療１ヵ月以上加療１ヵ月以上 ∧∧
14 14 日以上の入院日以上の入院

支給対象期間支給対象期間 １年１年 ３ヵ月３ヵ月支給対象期間支給対象期間 １年１年 ３ヵ月３ヵ月

改正により改正により
１ヵ月以上の加療、かつ、１ヵ月以上の加療、かつ、
PTSDPTSDなどによりなどにより33日以上労務に服することができない程度の精神疾患日以上労務に服することができない程度の精神疾患

を要する被害者の救済が可能となったを要する被害者の救済が可能となった
((精神疾患がある場合、精神疾患がある場合、入院の要件は不要入院の要件は不要))
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医会におけるアンケート調査結果医会におけるアンケート調査結果
－性犯罪被害者への－性犯罪被害者への｢｢公的な医療支援公的な医療支援｣｣に関する調査結果－に関する調査結果－

調査期間調査期間 平成平成2020年年44月月99日～日～44月月2121日日

調査対象調査対象 日本産婦人科医会・日本産婦人科医会・4747都道府県支部都道府県支部

回収状況回収状況 4747支部支部 (100%)(100%)回収状況回収状況 4747支部支部 (100%)(100%)

問問11．．性犯罪被害者への対応について、貴支部では、性犯罪被害者への対応について、貴支部では、
警察警察 (A.(A.都道府県警察本部や、都道府県警察本部や、B.B.貴支部所轄の貴支部所轄の
警察署警察署))との会合や話し合いは行われていますか？との会合や話し合いは行われていますか？

((不明瞭な場合は、不明瞭な場合は、A or BA or Bのどちらか一方のみでも可のどちらか一方のみでも可))

回答回答 都道府県都道府県

ありあり （（AAもしくはもしくはBBとと)) 3535 74.574.5％％

なしなし (A(AともともBBともとも)) 88 17.017.0％％

なし＋無記入なし＋無記入 33 6 46 4％％なし＋無記入なし＋無記入
(A(AととBBのどちらか一方がなし、もう一方が無記入のどちらか一方がなし、もう一方が無記入))

33 6.46.4％％

無記入無記入 11 2.12.1％％

合計合計 4747 100100％％
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都道府県都道府県

上限あり上限あり 1212 25 5%25 5%

問問22．貴支部では、性犯罪被害者の初回診察費への．貴支部では、性犯罪被害者の初回診察費への
公的支援に上限はありますか？公的支援に上限はありますか？

上限あり上限あり 1212 25.5%25.5%

上限なし上限なし 3030 63.8%63.8%

不明・無記入不明・無記入 55 10.6%10.6% 金額範囲金額範囲 数数 割合割合

20,00020,000円まで円まで 33 25.0%25.0%

40,00040,000円まで円まで 22 16.7%16.7%

60,00060,000円まで円まで ―― ――

80 00080 000円まで円まで

上限がある場合の金額分布上限がある場合の金額分布

80,00080,000円まで円まで ―― ――

100,000100,000円まで円まで 11 8.3%8.3%

100,001100,001円以上円以上 ―― ――

その他その他 44 33.3%33.3%

無記入無記入 22 16.7%16.7%

合計合計 1212 100%100%

最低額最低額 10,00010,000円円 (1(1件件) / ) / 最高額最高額 100,000100,000円円 (1(1件件))

｢｢その他その他｣｣の記載事項の記載事項

25,80025,800円円 ++ 初診料、診断書料初診料、診断書料

ケースにより異なるケースにより異なる

料金表による料金表による などなど

例）例） 具体的医療行為内容具体的医療行為内容
公費負担される検査・処置の請求は、公費負担される検査・処置の請求は、保険点数の保険点数の1010--1515倍（消費税、事業税加算）倍（消費税、事業税加算）

診断・検査・処置料として、下記の通り請求します診断・検査・処置料として、下記の通り請求します

実施した項目に実施した項目に
チェックし、チェックし、
合計金額を合計金額を
記載してください記載してください

・緊急避妊ピルは・緊急避妊ピルは
40004000～～80008000円位円位
・左に記載したほか、・左に記載したほか、
感染症予防のため、感染症予防のため、
抗生剤の投与を抗生剤の投与を
行うところもある行うところもある
・公費負担は初回のみ・公費負担は初回のみ
のところもあれば、のところもあれば、

合計合計 22万～万～44万円万円
となるとなる

感染症検査は、感染症検査は、
22--33ヵ月後に行ってもヵ月後に行っても

よいところもあるよいところもある
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都道府県都道府県

問問33．人工妊娠中絶が必要となったとき、．人工妊娠中絶が必要となったとき、
その診療費は公的に支援されますか？その診療費は公的に支援されますか？

全額支援される全額支援される 1818 38.3%38.3%

一部支援される一部支援される 55 10.6%10.6%

支援されない支援されない 1919 40.4%40.4%

不明・無記入不明・無記入 55 10.6%10.6%
金額範囲金額範囲 数数 割合割合

80,00080,000円まで円まで 00 ――

100,000100,000円まで円まで 22 40%40%

一部支援される場合の金額分布一部支援される場合の金額分布

120,000120,000円まで円まで 00 ――

140,000140,000円まで円まで 11 20%20%

140,00140,00１円以上１円以上 11 20%20%

無記入無記入 11 20%20%

合計合計 55 100%100%

最低額最低額 90,00090,000円円(1(1件件)) // 最高額最高額 175,000175,000円円(1(1件件))

【【妊娠初期における中絶費用妊娠初期における中絶費用】】

1212～～1313万円台万円台??

都道府県都道府県

問問44．貴支部では、性犯罪被害者への診察に際し、．貴支部では、性犯罪被害者への診察に際し、
予め協力医のリストは作成されていますか？予め協力医のリストは作成されていますか？

作成している作成している 1818 38.3%38.3%

作成していない作成していない 2828 59.6%59.6%

無記入無記入 11 2.1%2.1%

日本産婦人科医会作成の日本産婦人科医会作成の
『『産婦人科における性犯罪被害者対応マニュアル産婦人科における性犯罪被害者対応マニュアル』』
の趣旨徹底とともに、の趣旨徹底とともに、
各支部からの協力医（なるべく女性医師）のリストの作成各支部からの協力医（なるべく女性医師）のリストの作成
について協力を呼びかけているについて協力を呼びかけている
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警察における支援事業を積極的に支援する目的で警察における支援事業を積極的に支援する目的で

作成の趣旨作成の趣旨

『『産婦人科における性犯罪被害者産婦人科における性犯罪被害者
対応マニュアル対応マニュアル』』

警察における支援事業を積極的に支援する目的で、警察における支援事業を積極的に支援する目的で、

性暴力被害にあった方が周囲の目を気にせず、安心性暴力被害にあった方が周囲の目を気にせず、安心

して診療・治療等を受けられるよう、産婦人科医にして診療・治療等を受けられるよう、産婦人科医に

必要な診療ポイントをまとめた必要な診療ポイントをまとめた

１ 性犯罪被害者の心理について１ 性犯罪被害者の心理について

内内 容容
１．性犯罪被害者の心理について１．性犯罪被害者の心理について

２．性犯罪被害者の診察上の注意２．性犯罪被害者の診察上の注意

３．具体的な資料採取方法３．具体的な資料採取方法

４．請求書例４．請求書例
参考資料参考資料

性犯罪は夜間・深夜に発生することが多い性犯罪は夜間・深夜に発生することが多い
産婦人科医は性犯罪者の検挙、性犯罪被害者産婦人科医は性犯罪者の検挙、性犯罪被害者
の診療のため、時間を問わず協力している．の診療のため、時間を問わず協力している．

産婦人科医の主な協力内容産婦人科医の主な協力内容

の診療のため、時間を問わず協力して るの診療のため、時間を問わず協力して る

日中診療中の場合日中診療中の場合
性犯罪被害者への配慮やプライバシーを守る性犯罪被害者への配慮やプライバシーを守る

ため、警察から連絡があると、通常診療中のため、警察から連絡があると、通常診療中の
診療制限を行って、産婦人科医は協力してい診療制限を行って、産婦人科医は協力してい

るるる．る．

曜日、時間帯などからみて協力できる医師曜日、時間帯などからみて協力できる医師
（協力医）のリストを各都道府県で作成しつつ（協力医）のリストを各都道府県で作成しつつ

あり、より協力体制を強化している．あり、より協力体制を強化している．
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母体保護統計の暴行脅迫による中絶件数を母体保護統計の暴行脅迫による中絶件数を600600--650650件とする件とする
とと（無防備な性行為による妊娠の可能性は（無防備な性行為による妊娠の可能性は8%8%であることからの推計値にであることからの推計値に

よって）よって）、、80008000件の性被害があると試算される．件の性被害があると試算される．
強姦の認知件数は約強姦の認知件数は約20002000件と報告されているが 実際には件と報告されているが 実際には

今後の問題点今後の問題点

強姦の認知件数は約強姦の認知件数は約20002000件と報告されているが、実際には件と報告されているが、実際には
そのその44倍位の件数があるのではないか？倍位の件数があるのではないか？ 警察への速やかな警察への速やかな
被害届の提出が望まれる．被害届の提出が望まれる．

今回の施策の中に、「緊急避妊」という言葉がでてくるが、今回の施策の中に、「緊急避妊」という言葉がでてくるが、
緊急避妊のためのピルは、未だ日本で緊急避妊のためのピルは、未だ日本で 承認されていない．承認されていない．
現在ほとんどの国で、緊急避妊ピルは承認されており、承認現在ほとんどの国で、緊急避妊ピルは承認されており、承認現在ほとんどの国で、緊急避妊ピルは承認されており、承認現在ほとんどの国で、緊急避妊ピルは承認されており、承認
されていない国は、イラン、イラク、アフガニスタン、北朝鮮、されていない国は、イラン、イラク、アフガニスタン、北朝鮮、
日本などといわれている．日本などといわれている．

緊急避妊ピルは、産婦人科医の判断と責任の下で使用して緊急避妊ピルは、産婦人科医の判断と責任の下で使用して
いる現状であり、一刻も早く承認していただきたい．いる現状であり、一刻も早く承認していただきたい．


